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 連結法人の 
法人事業税 

法人都民税 
の概要 



連結納税制度は、完全支配関係にある企業グループを１つの納税単位として法人税を課税する制度です。 

法人事業税・法人都民税については、地域における受益と負担の関係等に配慮し、従前同様、個々の法人

を納税単位とすることとされています。法人事業税・法人都民税の課税標準等は、原則として法人税の計算に

基づき算定されることから、連結納税制度の影響を遮断し、実質的な負担を連結法人以外の法人と同様とする

ための制度となっています。 

 

※ 「連結法人」とは、法人税において、法人税法第２条第１２号の７の４に該当する法人（連結納税の承認を

受けた法人）をいいます。 

※ 法令の名称は、次の略称を用いています。 

・ 地方税法・・・「地法」 

・ 地方税法施行令・・・「地令」 

・ 地方税法施行規則・・・「地規」 

・ 法人税法・・・「法法」 

・ 東京都都税条例・・・「条例」 

・ 東京都都税条例施行規則・・・「条例規則」 

※ この概要は、平成２４年４月現在に施行されている法令に基づいて作成しています。 
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連結法人以外の法人との主な相違点 

 

 連結法人 連結法人以外の法人 

事業年度 

連結納税グループへの加入・離脱等

の場合にみなし事業年度を適用（法

人税と同様） 

 

課税標準 
個別所得金額＝ 

個別帰属益金額－個別帰属損金額 
所得金額＝益金の額－損金の額 

繰越欠損金の控除 

前９年以内に開始した事業年度に生

じた繰越欠損金を課税標準から控除 

※平成２０年４月１日前に終了する事

業年度に生じた繰越欠損金につい

ては前７年以内に開始した事業年

度に生じたものに限ります。 

法人税に準拠 

中間申告納付額 

前事業年度の法人事業税額を基準と

する６ヶ月相当額 

※仮決算に基づく額により中間申告

を行うことはできません。 

次のいずれか１つを選択できます。 

・前事業年度の法人事業税額を基

準とする６ヶ月相当額 

・仮決算に基づく額 

申告期限の延長月数 

２ヶ月 

次の理由により連結親法人の決算

が確定しないとき 

・会計監査を受けなければならな

いため 

・連結子法人が多数に上り連結所

得の金額を計算することができな

いため 

１ヶ月 

会計監査を受けなければならな

いため決算が確定しないとき 

法
人
事
業
税
（
所
得
を
課
税
標
準
と
す
る
法
人
に
限
り
ま
す
。
） 

更正・決定の取扱 
自主決定法人 

（都道府県知事の調査によります。） 

国税準拠法人 

(法人税の課税標準を基準とします。) 

課税標準 個別帰属法人税額 法人税額 

繰越欠損金の取扱 

控除対象個別帰属調整額等（詳細は

７ページをご覧ください。）を課税標準

から控除 

法人税に準拠 法
人
都
民
税 

中間申告納付額 

前連結事業年度の法人税割の額を

基準とする６ヶ月相当額 

※仮決算に基づく額により中間申告

を行うことはできません。 

次のいずれか１つを選択できます。 

・前事業年度の法人税割の額を基

準とする６ヶ月相当額 

・仮決算に基づく額 

共
通 

更正請求 

連結子法人は、連結親法人が法人税

の更正処分を受けた場合、２ヶ月以

内に更正の請求をすることができま

す。 

法人税の更正処分を受けた法人の

みが２ヶ月以内に更正の請求をす

ることができます。 

※ 制度の詳細については、次ページ以下の解説をご覧ください。 
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事 業 年 度   

 

連結納税グループへの加入・離脱等があったときには、次の表のみなし事業年度が適用されます（法人税

と同様の取扱いです。）。  

★ 具体例は、「（資料）みなし事業年度・連結事業年度」をご覧ください。 

※ 「該当条項」欄の上段の項は、地法第７２条の１３の該当項を、下段の（ ）内の号は、法法第１４条の該当号を指します。 

みなし事業年度 
 

みなし事業年度が 

適 用さ れる場 合 

該当 

条項 自 至 

１ 

他の内国法人（連結子法人

となる法人）の事業年度の中
途において最初連結親法人
事業年度が開始した場合 

８項 

（３号） 
その事業年度開始の日 

その最初連結親法人事業
年度開始の日の前日 

２ 
連結子法人の事業年度の期
間が連結親法人事業年度の
期間と異なる場合 

９項 

（４号） 

その連結親法人事業年度
開始の日 

その連結親法人事業年度
終了の日 

右欄の日の属する事業年
度開始の日 

Ａの前日 

連結申請特例年度開始の
日・・・Ａ 

連結申請特例年度終了の
日・・・Ｂ 

３ 

新設親法人が承認申請の特
例を適用して承認申請書を
提出した場合 
 

※最後のみなし事業年度は、連

結納税の承認を受けた場合に

は適用されません。 

１０項 

（５号） 

Ｂの翌日 
左欄の日の属する事業年
度終了の日 

右欄の日の属する事業年
度開始の日 

加入日の前日 

４ 

他の内国法人（連結子法人
となる法人）が連結親法人事
業年度の中途において連結
グループに加入した場合 
（５の場合を除く） 

１１項 

（６号） 
加入日 

当該完全支配関係を 
有することとなった日 

その連結親法人事業年度
終了の日 

右欄の日の属する事業年

度開始の日 
加入日の前日 

加入日 
当該完全支配関係を 
有することとなった日 

連結申請特例年度終了の
日・・・Ｃ 

開 
 

始 
 

・ 
 

加 
 

入 

５ 

他の内国法人（連結子法人
となる法人）が連結申請特例
年度の中途において連結グ
ループに加入した場合 
※ 最後のみなし事業年度は、連

結納税の承認を受けた場合に

は適用されません。 

１２項 

（７号） 

Ｃの翌日 
左欄の日の属する事業年
度終了の日 

その連結事業年度開始の
日 

D の前日 

離脱した日・・・D  
その連結事業年度終了の

日・・・Ｅ 

離
脱
そ
の
他 

６ 

連結子法人が連結事業年度
の中途において、連結グル
ープから離脱した場合 
（７～１１、１３～１６の場合を

除く） 

１３項 

（８号） 

Ｅの翌日 
左欄の日の属する事業年
度終了の日 

法 人 事 業 税 
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みなし事業年度 
 

みなし事業年度が 

適用 さ れる 場 合 

該当 

条項 自 至 

その連結事業年度開始の
日 

破産手続開始の決定の日 

破産手続開始の決定の
日の翌日 

その連結事業年度終了の
日・・・Ｆ 

７ 

連結子法人が連結事業年
度の中途において、破産
手続開始の決定を受けた

場合 

１４項 

（９号） 

Ｆの翌日 
左欄の日の属する事業年度
終了の日 

８ 

連結子法人が連結事業年
度の中途において、合併に
より解散をした場合又は残
余財産が確定した場合 

１５項 

（１０号） 

その連結事業年度開始の
日 

合併の日の前日又は残余財
産が確定した日 

その連結事業年度開始の
日 

支配日の前日 

支配日 
当該完全支配関係を 
有することとなった日 

その連結事業年度終了の
日・・・Ｇ 

９ 

連結事業年度の中途にお
いて、連結親法人が、他の
普通法人又は協同組合等
の１００％子会社となった場
合 

１６項 

（１１号） 

Ｇの翌日 
左欄の日の属する事業年度
終了の日 

その連結事業年度開始の
日 

解散の日 

解散の日の翌日 
その連結事業年度終了の
日・・・Ｈ 

10 

連結子法人の連結事業年

度の中途において、連結
親法人が解散（合併による
解散を除く。）をした場合 

１７項 

（１２号） 

Ｈの翌日 
左欄の日の属する事業年度
終了の日 

その連結事業年度開始の
日 

合併の日の前日 

合併の日 
その連結事業年度終了の
日・・・Ｉ 11 

連結子法人の連結事業年
度の中途において、連結
親法人が合併により解散を

した場合 

１８項 

（１３号） 

Ｉの翌日 
左欄の日の属する事業年度
終了の日 

その連結事業年度開始の
日 

離脱日の前日 
12 

連結事業年度の中途で連
結子法人がすべて離脱し
た場合 

１９項 

（１４号） 
離脱日 その連結業年度終了の日 

その連結事業年度開始の
日 

該当日の前日 

該当日 
その連結事業年度終了の
日・・・Ｊ 

13 
連結事業年度の中途で連
結親法人が公益法人等に
該当することとなった場合 

２０項 

（１５号） 

Ｊの翌日 
左欄の日の属する事業年度
終了の日 

その連結事業年度開始の
日 

該当日の前日 

該当日 
その連結事業年度終了の
日・・・Ｋ 

離 
 

脱 
 

そ 
 

の 
 

他 

14 

公益法人等である連結親
法人の１００％親会社が、
連結事業年度の中途にお
いて、普通法人又は協同
組合等に該当することとな
った場合 

２１項 

（１６号） 

Ｋの翌日 
左欄の日の属する事業年度
終了の日 
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みなし事業年度 
 

みなし事業年度が 

適用 さ れる場 合 

該当 

条項 自 至 

取消日の属する連結事業
年度開始の日 

取消日の前日 

取消日 
その連結事業年度終了の
日・・・Ｌ 

15 
連結子法人が連結納税の
承認を取り消された場合 

２２項 

（１７号） 

Ｌの翌日 
左欄の日の属する事業年
度終了の日 

離 

脱 

そ 

の 

他 16 
連結子法人が連結納税の
取りやめの承認を受けた
場合 

２３項 

（１８号） 

取りやめの承認を受けた
日の属する連結事業年度
終了の日の翌日 

左欄の日の属する事業年
度終了の日 

 

課 税 標 準  （地法第７２条の２３第１項、第３項） 

（１） 個別所得金額 

連結法人の法人事業税の課税標準は、次の「個別所得金額」となります。 

個別所得金額 ＝ 個別帰属益金額 － 個別帰属損金額 

○ 個別帰属益金額とは、 

当該連結事業年度の益金の額のうち当該連結法人に帰せられるものの合計額（法法第８１条の１８第１

項の「個別帰属益金額」）をいいます。 

○ 個別帰属損金額とは、 

当該連結事業年度の損金の額のうち当該連結法人に帰せられるものの合計額（法法第８１条の１８第１

項の「個別帰属損金額」）をいいます。 

○ 計算は、原則として、法人税の課税標準（連結所得）に係る個別所得金額の計算の例によります。 

（２） 欠損金額等の繰越し 

各事業年度開始の日前９年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額又は個別欠損金額（個別

帰属損金額が個別帰属益金額を超える場合におけるその超過額。法人税法上の「個別欠損金額」とは異

なります。）を、個別帰属損金額に算入することができます。（平成２０年４月１日前に終了する事業年度にお

いて生じた欠損金額又は個別欠損金額は７年間の繰越し） 

    なお、平成２４年４月１日以後に開始する事業年度において欠損金額又は個別欠損金額を個別帰属損

金額に算入する場合、算入額の上限は算入前個別所得金額の１００分の８０相当額になります（ただし、法

法第５７条第１１項に掲げる法人に該当する場合は従前どおり算入前個別所得金額が上限になります。）。 

（３） 事業税の課税標準の計算においては、法法８１条の９の規定の例によらないこととされています。例えば、

連結子法人を被合併法人、同一連結グループ内の連結法人を合併法人とする適格合併を行った場合に、

被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度において生じた欠損金額に相当する金額は、当該連結

法人の当該合併の日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上の損金の額に算入することとなっ

ています（法法８１条の９第４項）が、法人事業税の課税標準の計算においては、損金の額に算入できませ

んので、この金額を加算した金額を課税標準としてください。 

 

申 告 納 付  
地法第７２条の２５、第７２条の２６、第７２条の２８ 

地令第２４条の６、第２４条の７ 

（１） 中間申告納付（地法第７２条の２６第１項） 

事業年度が６ヶ月を超える連結法人（特別法人（地法第７２条の２４の７第５項）は除きます）は、当該事業年

度開始の日から６ヶ月を経過した日から２ヶ月以内に中間申告納付を行う必要があります。 

◎ 申告納付額・・・ 
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当該事業年度の開始の日から６ヶ月を経過した日の前日までに、前事業年度の事業税として納付した

税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額の６ヶ月相当額 

☆ ただし、当該事業年度の事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支

払額（当該事業年度の前事業年度の期間が連結事業年度に該当しない場合には、当該前事業年度の

法人税の額）を基準とする６ヶ月相当額が１０万円以下である連結法人又は当該金額がない連結法人に

ついては、中間申告納付を要しません。（収入割を申告納付する法人及び外形標準課税対象法人は、

この場合でも中間申告納付が必要です。） 

☆ 所得に対する事業税を申告納付すべき連結法人は、仮決算による中間申告納付を行うことはできま

せん。 

（２） 確定申告納付（地法第７２条の２５第１項、第７２条の２８第１項） 

事業を行う法人は、事業年度終了後２ヶ月以内に、確定申告納付を行う必要があります。 

 

連結法人の申告納付期限の延長について、次の特例があります。 

申告納付期限を延長しようとする場合には、事務所又は事業所所在地の都道府県知事（２以上の都道府県

において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、主たる事務所又は事業所所在地の都道

府県知事）の承認を受けることが必要です。 

 連結法人の災害等による申告納付期限

の延長 

連結親法人の会計監査等による申告納付期

限の延長 

根拠条文 
地法第７２条の２５第４項 

地令第２４条の４の２ 

地法第７２条の２５第５項 

地令第２４条の４の３ 

延長する

ことがで

きる場合 

法人が、災害その他やむを得ない理由に

より次のいずれかの事由に該当するため、

当該法人の各事業年度の所得に対する事

業税をそれぞれ申告納付すべき期間内に

申告納付することができない場合 

①当該法人との間に連結完全支配関係が

ある連結法人の決算が確定しない 

②当該法人との間に連結完全支配関係が

ある連結親法人が各連結事業年度の連

結所得の金額の計算を了することがで

きない 

次のいずれかの事由に該当するため、当該法

人の当該事業年度以後の各事業年度の所得

に対する事業税をそれぞれ申告納付すべき

期間内に申告納付することができない常況に

あると認められる場合 

①連結親法人が会計監査人の監査を受けな

ければならないことその他これに類する理

由によって決算が確定しない 

②連結子法人が多数に上ることその他これに

類する理由により連結親法人が各連結事

業年度の連結所得の金額の計算を了する

ことができない 

申請期限 事業年度終了の日から４５日以内 事業年度終了の日から４５日以内 

延長され

た場合の

申告納付

期限 

都道府県知事の指定した日まで 

原則として、当該事業年度以後の各事業年度

（その終了の日を連結親法人事業年度終了

の日と同じくする事業年度に限る。）終了の日

から４ヶ月以内 

（注）連結法人が、事業年度の中途で合併により解散した場合の当該合併の日の前日の属する事業年度につ

いては、連結事業年度とならないため、上記の連結申告法人としての申告期限延長は適用されず、単体申告法

人としての申告期限となります。 

 

更 正 ・ 決 定  （地法第７２条の４１） 

連結申告法人は、地法第７２条の３９に規定するいわゆる国税準拠法人ではなく、都道府県知事の調査に

よって事業税の課税標準又は事業税額を更正又は決定する、いわゆる自主決定法人です。 

申 告 納 付 期 限 の 延 長  （地法第７２条の２５） 
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連 結 事 業 年 度   

 

連結法人の連結事業年度は、法人税における連結事業年度と同一です（連結事業年度は、基本的には連

結親法人の事業年度となりますが、事業年度の中途に連結法人となった場合など、特殊なケースについては

異なる場合があります。）。  

★ 具体例は、「（資料）みなし事業年度・連結事業年度」をご覧ください。 

 

 

 

課 税 標 準  （地法第２３条第１項第３号、第２９２条第１項第３号） 

 

  課税標準は次の式により求めます。 

課税標準となる個別帰属法人税額 ＝ 個別帰属法人税額 － 控除対象個別帰属調整額等 

 

◎ 個別帰属法人税額とは、 

個別帰属特別控除取戻税額等の有無に応じて次の金額になります（地法第２３条第１項第４号の２、第２９２

条第１項第４号の２）。 

      

判定  個別帰属法人税額 
  

   
 

調整前個別帰属 

法人税額 
≧ ０ 

 
 

調整前個別帰属 

法人税額 

 

 

 

 

         ⇒ 無 

 

調整前個別帰属 

法人税額 
＜ ０ 

 
 ０   

           

調整前個別帰属 

法人税額 
≧ 

個別帰属特別控除

取戻税額等 

 
 

調整前個別帰属 

法人税額 

 

 

 

 

         

個
別
帰
属
特
別
控
除
取
戻
税
額
等 

⇒ 有 

 

調整前個別帰属 

法人税額 
＜ 

個別帰属特別控除

取戻税額等 

 
 

個別帰属特別控除

取戻税額等 
  

  
 

 

 

法 人 都 民 税 
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○ 調整前個別帰属法人税額とは、 

次のいずれかの金額をいいます（地法第２３条第１項第４号の３、第２９２条第１項第４号の３）。 

・ 各連結事業年度の連結所得に対する連結法人税の負担額として帰せられる金額があるとき 

⇒ 当該連結法人税の負担額として帰せられる金額 

＋ 所得税額等の控除額のうち当該連結法人に帰せられる金額の合計額 

・ 各連結事業年度の連結所得に対する連結法人税の減少額として帰せられる金額があるとき 

⇒ 所得税額等の控除額のうち当該連結法人に帰せられる金額の合計額 

－ 当該連結法人税の減少額として帰せられる金額 

 

 

○ 個別帰属特別控除取戻税額等とは、 

下表の左欄の租税特別措置法の規定により連結所得に対する法人税額に加算される金額のうち、当該

連結法人に帰属する金額で、下表の右欄の金額の合計額をいいます（地法第２３条第１項第４号の４、第

２９２条第１項第４号の４。それぞれの制度の内容は、租税特別措置法の該当条文をご覧ください。）。 

 

租税特別措置法の規定 個別帰属特別控除取戻税額等 

第６８条の１０ 第５項 

連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の

法人税額の特別控除について連結の承認を取り消された場合の取

戻税額の個別帰属額 

第６８条の１１ 第５項 
特定中小連結法人等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控

除について連結の承認を取消された場合の取戻税額の個別帰属額 

第６８条の１３ 第４項 

沖縄県の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税

額の特別控除について連結の承認を取消された場合の取戻税額の

個別帰属額 

第６８条の６７ 第１項 使途秘匿金の支出額の合計額×４０％の個別帰属額 

第６８条の６８ 第１項 

第６８条の６８ 第８項 

単体法人ごとに算出した土地譲渡等（短期所有の土

地譲渡等は除きます。）の譲渡利益金額の合計額 
×５％ 

第６８条の６９ 第１項 
単体法人ごとに算出した短期所有の土地譲渡等の譲

渡利益金額の合計額 
×１０％ 

 

 

 

◎ 控除対象個別帰属調整額等とは、 

連結事業年度開始前９年以内に開始した事業年度、及び前９年以内に開始した連結事業年度に発生し

た次の額をいいます（地法第５３条第５項～第１８項、第３２１条の８第５項～第１８項）。 

 ただし、平成２０年４月１日前に終了した事業年度若しくは連結事業年度に発生した次の額については、

連結事業年度開始前７年以内に発生したものに限ります。 
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控除対象個別帰属調整額等の発生した事業年度・連結事業年度における連結納税の適用関係  

連結納税適用前（事業年度） 連結納税適用中（連結事業年度） 

欠
損
金
控
除 

控除対象個別帰属調整額 

  

控除対象個別帰属税額 

  法
人
税
に
お
け
る
関
連
規
定 

繰
戻
還
付 

控除対象還付法人税額 

 

（繰戻還付を受けた法人税額） 

控除対象個別帰属還付税額 

  

 

☆ 控除対象となる額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額

又は個別帰属法人税額より控除されなかった額に限ります。 

☆ これらの控除対象額は、連結納税グループから離脱した場合等においても、法人税額又は個別帰属法

人税額から控除することができます。 

☆ 課税標準からの控除は、個別帰属法人税額（個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、その額

を控除した額）又は法人税額（単体申告の場合の個別帰属特別控除取戻税額等に相当する額がある場

合には、その額を控除した額）が限度です。 

☆ 控除対象個別帰属調整額については、連結納税適用前に発生した欠損金額等が生じた事業年度後

最初の最初連結事業年度について、法法第８１条の９第２項の規定（前９年以内に開始した事業年度に

発生した連結親法人の欠損金額等、連結納税適用前に生じた欠損金額等のうち特定の条件を満たすも

のを連結欠損金額とみなす規定）の適用がないことを証する書類を添付した法人都民税の確定申告書

を提出し、その後連続して確定申告書を提出している場合に限り控除することができます。 

☆ 法人税法に規定する適格合併等が行われたときに被合併法人等の控除対象個別帰属調整額等があ

る場合には、合併法人等の当該適格合併等の属する事業年度又は連結事業年度以後の事業年度又は

連結事業年度に係る控除対象個別帰属調整額等とみなして控除することができます。 

 

これらの規定は、連結法人と連結法人以外の法人との間で、課税標準の計算に関して実質的

な差がほぼ生じないようにするために設けられているものです（「（資料）法人都民税（法人税

割）の課税標準の対比」をご覧ください。）。 

 

 

法 人 税 割 額   

 

法人税割額は、次の式により求めます。 

法人税割額 ＝ 課税標準となる個別帰属法人税額 × 連結法人ごとに適用される税率 

  

※ 税率は、次のとおりです。 

 右の法人以外の法人 不均一課税適用法人（注） 

23 区内に事務所等がある場合 
（市町村民税相当分を含みます。） 

２０．７％ １７．３％ 

市町村に事務所等がある場合 ６％ ５％ 

連結納税適用前に発生した欠損金額
等のうち、連結欠損金額とみなされた
額等以外の金額に、法人税率（連結付
加税部分を除きます。）を乗じた金額 

０ （個別帰属特別控除取戻税額等 

がある場合には、その額） 
－調整前個別帰属法人税額 
 

（ただし、この計算結果が０を超える場合のみ） 

繰戻還付を受けた連結法人税の額の
個別帰属額 



- 9 - 

 

（注）不均一課税適用法人 

① 資本金の額又は出資金の額が１億円以下で、かつ個別帰属法人税額又は法人税額が年１，０００万円

以下の法人です。 

② 資本金の額又は出資金の額の判定時期は、連結事業年度又は事業年度終了の日の現況によります。 

③ ２以上の都道府県に事務所等を有する法人についての個別帰属法人税額又は法人税額の判定は、分

割される前の総額によります。 

④ 連結事業年度又は事業年度が１年に満たない場合の課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額

（年１，０００万円以下）の基準については、次によります。 

1,000 万円 ×その連結事業年度又は事業年度の月数 
 

１２ 

この場合の月数は暦に従って計算し、１ヶ月に満たない端数を生じたときは１ヶ月とします。 

 

外 国 税 額 控 除  
地法第５３条第２４項、第３２１条の８第２４項 

地令第９条の７、第４８条の１３ 

 

法人税、法人都民税、法人市町村民税を通ずる一体的な制度である外国税額控除については、連結納税

制度においても基本的な仕組みは維持することとされています。 

 

（１） 控除限度額の計算と控除 

次の法人都民税控除限度額を限度として、外国税額のうち法人税の連結控除限度個別帰属額を超える

額を、法人都民税額から控除します。 

法人都民税控除限度額 ＝ 連結控除限度個別帰属額 × 法人税割の税率 

 

（２） 控除限度超過額、控除余裕額の繰越控除 

連結法人についても、当該連結事業年度の外国税額が国・都道府県・市町村の控除限度額を超える場

合には、その超える額（控除限度超過額）を３年間繰り越すことができます。また、当該連結事業年度の外

国税額が控除限度額に満たない場合には、控除限度額から外国税額を差し引いた額（控除余裕額）を３

年間繰り越すことができます。 

ただし、連結法人が連結所得の計算上、外国税額を損金に算入した連結事業年度があるときは、当該

連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度の控除余裕額及び控除限度超過額を繰り越すことは

できません（地令第９条の７第２項）。 

 

（３） 控除の要件 

◎ 主たる事務所又は事業所所在地の都道府県知事に提出する申告書等への明細の添付 

控除することができる外国税額（法人税割額が限度です。）は、主たる事務所又は事業所所在地の都

道府県知事に提出する申告書又は更正請求書に明細を添付して提出した金額についてのみです（地

令第９条の７第２７項、第４８条の１３第２８項）。 

◎ 適格分割等が行われた場合の引継額を記載した書類の提出 

法人税法に規定する適格分割等により分割法人から事業の移転を受けた内国法人が、その事業にか

かる控除限度超過額、控除余裕額、控除未済外国法人税額（前３年以内の事業年度または連結事業年

度において、控除しようとする外国税額が法人税割の額を超えるために控除することができなかった額）

を引き継ぐ場合には、適格分割等の日以後３ヶ月（適格分割等が連結親法人事業年度開始の日に行わ

れたときは、４ヶ月）以内に、引き継ぐ控除限度超過額、控除余裕額、控除未済外国法人税額等を記載
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した書類を都道府県知事に提出した場合に限られます（地令第９条の７第１３項、第１４項、第２３項、第２

４項、第４８条の１３第１４項、第１５項、第２４項、第２５項）。 

 

＜参考＞法人税における連結法人の外国税額控除の概要（法法第８１条の１５） 

 

１ 連結控除限度額の計算 

連結法人を一体として外国税額の連結控除限度額を計算します。 

連結国外所得金額 
連結控除限度額 ＝ 連結法人税額 × 

連結所得金額 

２ 連結控除限度個別帰属額の計算 

連結控除限度額を各連結法人の個別国外所得金額で按分し、各連結法人に帰せられる控除限度

額（連結控除限度個別帰属額）を算出します。 

当該連結法人の個別国外所得金額 
連結控除限度個別帰属額＝連結控除限度額× 

各連結法人の個別国外所得金額の合計 
 

なお、個別国外所得金額とは、当該連結事業年度の連結国外所得金額につき各連結法人に帰せ

られる金額で零を超えるものをいいます。したがって、個別国外所得金額が零またはマイナス（欠損）の

連結法人については、連結控除限度個別帰属額は算出されません。 

３ 外国税額の控除額の計算 

連結法人ごとに納付した外国税額のうち、連結控除限度個別帰属額の範囲内で控除の対象となる

外国税額を算出し、その合計額を当該連結事業年度の連結法人税額から控除します。 

 

 

申 告 納 付  （地法第５３条第２項～第４項、第３２１条の８第２項～第４項） 

 

（１） 中間申告納付 

連結事業年度が６ヶ月を超える連結法人（法法第２条第９号に規定する普通法人に限ります。）は、その連

結事業年度開始の日から６ヶ月を経過した日から２ヶ月以内に中間申告納付を行う必要があります。 

◎ 申告納付額・・・前連結事業年度の法人税割額を基準とする６ヶ月相当額 

☆ ただし、前連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額（又は当該連結事業年度開始の日の前日

の属する事業年度の単体の法人税額）を基準とする６ヶ月相当額が１０万円以下の法人は申告の必

要はありません。 

※ 中間申告納付義務の有無は、法人税における中間申告納付義務の有無にかかわらず、個々の

連結法人ごとに判定することとなります（例えば、連結親法人が中間申告納付をする必要がない場

合においても、連結子法人は中間申告納付をする必要がある場合もあります。）。 

☆ 法人税とは異なり、連結法人は、仮決算による中間申告納付を行うことはできません。 

 

（２） 確定申告納付 

連結法人（連結申告法人）は、連結親法人の法人税の連結確定申告書の提出期限までに、確定申告納

付を行う必要があります。 

なお、連結子法人が、連結親法人事業年度の中途において合併解散を行った場合又は残余財産が確

定した場合の当該合併の日の前日又は残余財産が確定した日の属する事業年度については、連結事業

年度とならないため、当該法人の法人税の単体申告としての確定申告書の提出期限までに確定申告納付

を行う必要があります。 
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連結確定申告書の提出期限の延長の届出 （地法第５３条第４５項、地規第３条の３の３） 

 

法人税の連結確定申告において、連結親法人の申告期限が延長された場合には、連結親法人、連結子法

人とも、法人都民税の申告期限も同様に延長されます。 

この場合、下の表の期限までに事務所又は事業所所在地の都道府県知事（２以上の都道府県において事

務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、主たる事務所又は事業所所在地の都道府県知事）へ

の届出が必要となります。 

 

処 分 ・ 届 出 の 区 分 届 出 期 限 

次のいずれかの事由に該当するため、当該連結事業年度以

後の各連結事業年度の連結確定申告書をそれぞれ各連結事

業年度終了の日の翌日から２ヶ月以内に申告することができ

ない常況にあると認められる場合として、延長の処分があった

とき 

①連結親法人が会計監査人の監査を受けなければならない

ことその他これに類する理由によって決算が確定しない 

②連結子法人が多数に上ることその他これに類する理由によ

り連結親法人が各連結事業年度の連結所得及び法人税の

額の計算を了することができない 

申告書の提出期限の延長の処分

があった日から７日以内 

延長の処分を取り消されたとき又は変更されたとき 

取消し又は変更の処分があった

日の属する連結親法人事業年度

終了の日から２２日以内 

延長の処分の適用を受けることをやめようとするとき 

やめる旨の届出書を提出した日

の属する連結親法人事業年度終

了の日から２２日以内 
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法人税の更正等に伴う修正申告 （地法第５３条第２３項、第７２条の３３、第３２１条の８第２３項） 

 

（１） 法人事業税 

連結親法人が法人税の課税標準の更正・決定を受けたときは、国の税務官署が当該更正・決定の通知をし

た日から１ヶ月以内に、修正申告書を提出するとともに増加した事業税額を納付しなければなりません。 

（２） 法人都民税 

連結親法人が法人税の修正申告書を提出し、又は法人税の更正・決定を受けたことにより都民税額に不足

がある場合等のときは、その増加した連結法人税額を納付すべき日までに、申告納付しなければなりませ

ん。 

 

更 正 の 請 求 の 特 例 （地法第５３条の２、第７２条の３３の２、第３２１条の８の２） 

 

連結親法人が法人税の額、課税標準である連結所得の金額について国の税務官署の更正・決定を受けた

ことに伴い、連結子法人の法人税割の額の課税標準となる個別帰属法人税額及び法人税割額、事業税の

課税標準となる個別所得金額及び事業税額が過大となる場合には、当該連結子法人は、国の税務官署が

当該更正・決定の通知をした日から２ヶ月以内に、知事に対し、更正の請求をすることができます。 

 

 

 

 

 

 

A 控除できません。法人事業税の課税標準については、法令の特別の規定のあるものを除き、法人税法の例

により計算することとなっており、この投資価額修正に関する特別の規定はありません。このため、事業税で

特段の調整を行うことはできません。 

 

 

 

 

A 地方税法第７２条の２３第１項ただし書前段に規定するように、事業税の課税標準の算定においては､法法第

８１条の９の規定の例によらないとされているので､法法８１の９第４項の規定により損金に算入した金額を加

算して事業税の課税標準額を計算してください。申告書には加算額を記載する欄がないので、加算後の金

額を事業税の課税標準である所得の金額欄に記載してください。 

 

 

 

 

A ご照会のとおりです。住民税法人税割独自に控除対象となるものは、連結欠損金とならない分に対応する部

分ですので、法人住民税独自での控除は行えず､法人税割の税額が生じることとなります。 

共 通 

よくあるご質問 

Ｑ 子会社株式を譲渡した際に生じた譲渡損について、投資価額修正の規定により、加算をしましたが、法人事

業税の課税標準の計算では、これを控除してよいですか？ 

Q 連結子法人が、連結事業年度の中途に合併解散（合併法人は同一グループ内の連結法人）し、合併の日の

前日の属する事業年度において生じた欠損金額を、合併の日の属する連結事業年度の損金に算入した（法

法第８１条の９第４項）場合、合併法人の事業税の課税標準は、どのように計算するのですか？ 

Q 昨年度は個別帰属欠損金額２００が発生して全額が連結欠損金となりました。今年度は、個別帰属所得金額

１００が発生していますが、連結グループ全体では、連結欠損金が発生しています。今年度の事業税は昨年

度の欠損金を控除して税額は０ですが、法人住民税法人税割においては、控除するものがないのですか？ 
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※法人税の確定申告の際に、税務署に提出した別表等のうち、次のものの写しを添付してください。 

○別表４の２付表（個別所得の金額の計算に関する明細書） 

○各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書 

※連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の連結事業年度に控除

対象個別帰属調整額がある場合には、「控除対象個別帰属調整額の控除明細書（第６号様式別表２）」に以

下の別表の写しも必ず提出してください。提出がない場合、以後の連結事業年度又は各事業年度において

控除対象個別帰属調整額を個別帰属法人税額又は法人税額から控除することはできません。（地法５３条

第８項、第３２１条の８第８項） 

○別表７（１）（欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書） 

   ・・・・最初の連結事業年度の直前の事業年度のもの 

○別表７の２（連結欠損金等の損金算入に関する明細書） 

  ・・・・連結親法人が提出した、当該連結事業年度のもの 

○別表７の２付表二（連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の調整計算に関する明細書） 

  ・・・・連結親法人が提出した、当該連結事業年度のもの 

連結法人の地方税の申告に係る添付書類のお願い  

連結納税の承認を受けたとき等の届出書の提出 （条例第２６条） 

都内に事務所又は事業所を有する法人が、法人税の連結納税の承認を受けたとき等には、「法人税に係る連

結納税の承認等の届出書」を都内における主たる事務所又は事業所を所管する都税事務所又は支庁まで提出

してください（条例規則別記様式第３２号（乙）その３）。 

「法人税の連結納税の承認を受けたとき等」とは、次の場合です。 

（１） 連結納税の承認申請の承認があったとき 

（２） 完全支配関係を有することとなったとき 

（３） 連結完全支配関係等を有しなくなったとき 

（４） 連結納税の承認の取消しの処分があったとき 

（５） 連結納税適用の取りやめの承認があったとき 

※ 都内に事務所又は事業所を有する法人が解散したときには、「異動届出書」（条例規則別記様式第３２号

（乙）その２）を提出してください（「法人税に係る連結納税の承認等の届出書」を別途、提出していただく必

要はありません。）。 

事業所税の申告について（地法第７０１条の３０～第７０１条の７４） 

 事業所等において事業を行う法人で、東京都２３区内の事業所等の事業所床面積の合計が１，０００㎡を超

える場合、又は従業者数の合計が１００人を超える場合には、事業所税の申告納付が必要です。 

 申告納付期限は、事業年度終了の日から２ヶ月以内です。また、法人税の連結納税の承認を受けたとき等

には、事業所税についても法人事業税におけるみなし事業年度が適用されますので、みなし事業年度終了

の日から２ヶ月以内に申告納付してください（申告納付期限の延長の制度はありません）。 

 事業所税に関するお問い合わせは、千代田・中央・港・新宿の各都税事務所の事業所税係までお願いしま

す。 

お 願 い 

 

 


